
令和８年度和木町職員採用試験募集要項（令和９年４月１日採用）  

受験職種 管 理 栄 養 士 

受験資格 

以下に掲げる条件をすべて満たす方 

１ 平成３年４月２日以降に生まれた方で、管理栄養士の免許を取得している方、また

は、令和９年３月までに取得見込みの方 

２ 普通自動車免許を取得している方 

 

男 女 は 問 い ま せ ん  

次のいずれかに該当する方は受験できません。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）禁固（令和７年６月１日以降は拘禁刑）以上の刑に処せられ、その執行を終わ

るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 

受付期間 

第一次試験を２回実施します。いずれかの試験日のみ受験することができます。 

（第１期）令和８年７月６日（月）～ ８月１４日（金）８時３０分～１７時１５分 

（第２期）令和８年９月１日（火）～１０月 ９日（金）８時３０分～１７時１５分 

※各期共通：郵送の場合 受付最終日の消印有効 

第一次試験 

（第１期）令和８年 ９月２７日（日） 

（第２期）令和８年１１月１５日（日） 

会場：和木町役場３階大会議室 

時間：８時３０分 受付開始  ９時００分 試験開始 

※応募者数により、会場が変更となることがあります。 

※天候や災害等の状況により、試験日程を変更することがあります。 

試験種目 教養・適応性検査 

第二次試験 

別途通知（集団討論・面接等） 

（予定）（第１期）第二次 １０月下旬 

（第２期）第二次 １２月上旬 

受験手続 

「和木町職員採用試験受験申込書」を、和木町企画総務課庶務係に提出してください。 

（郵送可 〒７４０－８５０１玖珂郡和木町和木１－１－１） 

※受験申込書は和木町企画総務課にあります。和木町ホームページからもダウンロード

できますので、ご利用ください。 

※第一次試験合格の場合は、次の書類を別途提出していただきます。 

・卒業証明書（卒業証書の写でも可）又は卒業見込証明書 

合格から 

採用まで 

（１） 合格者は、成績順に職員任用候補者名簿に登載され、順次採用者が決定されます。  

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿登載の日から一年間です 

採用予定日 

令和９年４月１日以降 

※ただし、採用内定後に、公務員となるべき者としてふさわしくない行為などがあった 

と認められる場合は、内定が取り消される場合があります。 



試験結果の

開 示 

・この採用試験の結果（受験人数中の順位のみ）については、第一次から第二次までの

各試験の合格発表日から３０日以内に限り、受験者本人のみが開示請求することができ

ます。 

・請求の際は和木町企画総務課（庁舎２階）に受験票と本人であることが証明できる物

（運転免許証などの顔写真がある身分証明書）を持参してください。 

・電話やメール等による開示請求はできません。 

採用後の 

待 遇 等 

※令和８年４月１日現在の内容です。 

初任給 

大学卒  ２３９，６００円 

短大卒  ２２４，５００円 

高校卒  ２０８，５００円 

※令和８年４月１日現在の金額 

※卒業後すぐに採用された場合の金額 

※学歴・職歴等により別途加算する場合があります。 

期末・勤勉手当 

（賞与） 

夏（６月）・冬（１２月）に支給します。 

※年４．６５か月（令和７年度支給実績） 

諸手当 
「扶養手当」、「住居手当」、「通勤手当」等の諸手当を要件に応じ

て支給します。 

勤務時間 

月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（休憩時間 午前１２時から午後１時まで） 

※和木こども園での勤務は異なる場合があります。 

休日 
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

※和木こども園での勤務は異なる場合があります。 

休暇等 

年次有給休暇（年２０日。４月１日採用の場合１年目は１５日） 

夏季休暇、結婚休暇、介護休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、育

児休業制度等があります。 

社会保険制度 
山口県市町村職員共済組合の組合員として、健康保険及び年金に

加入します。 

連  絡  先 
詳細については、和木町企画総務課庶務係（庁舎２階）にお問い合わせください。 

℡０８２７－５２－２１３６（内線３０６） 

 


